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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一次元または二次元の半導体放射線センサーアレイを備えた放射線撮像装置において、
撮影された画素データを格納するメモリーと、
メモリー内の画素データを読み出すためのデータ読み出し手段と、
前記データ読み出し手段から読み出された画素データを入力する演算手段と、
前記演算手段で演算された画素データをストアする複数のリフレッシュメモリと、
前記複数のリフレッシュメモリのそれぞれに接続されたビデオ信号発生部と、
前記ビデオ信号発生部のそれぞれに接続され、画像を表示する画像表示装置とを具備し、
前記演算手段が前記それぞれの画像表示装置の解像度に対応させて画像を圧縮または拡大
演算処理することを特徴とする放射線撮像装置。
【請求項２】
請求項１記載の放射線撮像装置において、データ読み出し手段が画像データの一部特定の
画素データのみを読み出すことを特徴とする放射線撮像装置。
【請求項３】
請求項１記載の放射線撮像装置において、解像度の異なる前記画像表示装置に対して、そ
の異なる数だけ設けられた処理制御ラインを有することを特徴とする放射線撮像装置。
【請求項４】
請求項１記載の放射線撮像装置において、画像表示装置が動画像表示装置と静止画像表示
装置とで構成されていることを特徴とする放射線撮像装置。



(2) JP 4136063 B2 2008.8.20

10

20

30

40

50

【請求項５】
請求項１記載の放射線撮像装置において、撮像された画素データがメモリー内に無い部分
に対し、その周辺部の画素データを用いて補間し縮小（拡大）演算することを特徴とする
放射線撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、撮像し記憶されたＸ線デジタル画像を表示する装置を備えた放射線撮像装置に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
医用画像診断機器分野においてはデジタル技術が急速に進歩し、単純Ｘ線撮影装置に使用
されていたＸ線フィルムやイメージングプレートに代わり半導体のＸ線面センサーを用い
た放射線画像検出器が開発されている。このＸ線面センサーは、通常、Ｘ線を光に変換す
るＸ線変換膜と、ホトダイオードアレイと、ＴＦＴスイツチによって構成されており、Ｘ
線照射後、各画素に蓄積された信号電荷を読み出しＸ線画像を形成する様になっている。
【０００３】
一般的な画像の記憶装置に取込む方法とそれを表示装置に表示する方法を、図４、図５で
説明する。図４の放射線画像検出部は、Ｘ線画像の一画素として、Ｘ線を光に変えるシン
チレータとその光を受けて電荷信号を発生するホトダイオードとからなる光電変換部と、
その信号をスイッチングして外部に出す薄膜トランジスタＴＦＴとから構成されている。
所定の寸法にこの画素がどれほど配列されているかによって、画像の分解能が幾何学的に
決定される。そしてその電荷パターンを信号読出し回路の走査パルス発生器により走査線
に信号を順次送って、ＴＦＴをスイッチングし、そのホトダイオードの電荷信号を信号線
を介して順次転送レジスタに送り込む。
【０００４】
転送レジスタから画像メモリ（ＲＡＭ）の入力バッファに、時系列にＸ線電荷画像信号が
入力される。制御バスからのＷＲＩＴＥ入力信号とチップセレクタ信号により書込回路が
働き、データはマトリックス構成のメモリセルに入る。このマトリックスメモリセルは画
像一ページ分に相当するバッファメモリでページメモリ（フレームメモリ）として使用さ
れている。画像の大きさによりそのメモリサイズが決定され、その画素サイズは例えば２
０４８×２０４８と表現される。
このフレームメモリの画像を保管する場合は、制御バスからのＲＥＡＤ入力信号とチップ
セレクタ信号により、大型の画像記憶装置（磁気ディスク）にデータバスで転送され、撮
像毎にこのルートで記録される。
【０００５】
次に画像表示装置（ＣＲＴ）に表示する場合は、同じく制御バスからのＲＥＡＤ入力信号
とチップセレクタ信号によりフレームメモリからの読出しを行なう。図５に示すデータ読
出部６０が、アドレスレジスタに格納されているフレームメモリの読出開始原点、および
フレームメモリのサイズ（横方向と縦方向）によりアドレス制御Ｂをして、メモリー内の
画像データを読み出しレジスタＢに取り込み（読み出し手段）、データバスでリフレッシ
ュメモリＢ２０（ＲＡＭビデオメモリ）に順次ストアする。
【０００６】
そして、メモリ制御９は表示タイミング発生部１０からの信号でリフレッシュメモリＢ２
０の読出し制御信号を発生し、一方ビデオ信号発生部Ｂ２３はリフレッシュメモリＢ２０
からの読出し信号、表示タイミング発生部１０からの表示タイミング信号を受けて、ビデ
オ信号を発生する。表示装置ＣＲＴ－Ｂ２６はビデオ信号を受けてノンインタレース走査
もしくはインタレース走査で画像を表示する。
【０００７】
また必要により、同様な方法で画像ハードコピー装置５に出力する。
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【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
従来の放射線撮像装置は以上のように構成されているが、放射線画像検出部１から出力さ
れた画像データは一旦バッファメモリ３（フレームメモリ）に転送され、画像記憶装置（
磁気ディスク）４や画像表示装置ＣＲＴ－Ｂ２６や画像ハードコピー装置５に転送される
が、画像表示装置ＣＲＴには、医療用高解像度モニタからパーソナルコンピュータ用低解
像度モニタまで、さまざまな解像度をもったものがあり、出力画像のサイズが必ずしもマ
ッチしないという問題があった。特に放射線画像検出部１が動画像と静止画像の両方の撮
像を目的としている場合には、例えば動画の場合にはビデオモニタへ、静止画の場合には
レーザイメージャへ出力するというような時、異なる解像度のデバイスに対応できるデー
タ転送手段が必要となっている。
【０００９】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、解像度の異なるデバイスに同
時もしくは順次、画像データを転送して表示もしくは記録することのできる放射線画像撮
像装置を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明の放射線撮像装置は、一次元または二次元の半導体放
射線センサーアレイを備えた放射線撮像装置において、撮影された画素データを格納する
メモリーと、メモリー内の画素データを読み出すためのデータ読み出し手段と、
前記データ読み出し手段から読み出された画素データを入力する演算手段と、前記演算手
段で演算された画素データをストアする複数のリフレッシュメモリと、前記複数のリフレ
ッシュメモリのそれぞれに接続されたビデオ信号発生部と、前記ビデオ信号発生部のそれ
ぞれに接続され、画像を表示する画像表示装置とを具備し、前記演算手段が前記それぞれ
の画像表示装置の解像度に対応させて画像を圧縮または拡大演算処理することを特徴とす
る。
【００１１】
また、データ読み出し手段が画像データの一部特定の画素データのみを読み出すことを特
徴とする。
【００１２】
また、解像度の異なる前記画像表示装置に対して、その異なる数だけ設けられた処理制御
ラインを有することを特徴とする。
【００１３】
また、画像表示装置が動画像表示装置と静止画像表示装置とで構成されていることを特徴
とする。
【００１４】
また、撮像された画素データがメモリー内に無い部分に対し、その周辺部の画素データを
用いて補間し縮小（拡大）演算することを特徴とする。
【００１５】
本発明の放射線撮像装置は上記のように構成されており、演算手段が縮小または拡大演算
処理をしたり、データ読み出し手段が画像データの一部特定の画素データのみを読み出し
たり、撮像された画素データの欠落がある部分に対し周辺部のデータで補間演算をしたり
、解像度の異なる表示装置に応じて複数個の演算手段を備え、また動画像と静止画像を、
同時もしくは順次、表示装置に必要な画像を表示することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明の放射線撮像装置の一実施例を図１により説明する。
【００１７】
図１において、本放射線撮像装置は放射線画像検出部１と信号読出回路２とからなる画像
発生部と、その画像を一時的に取り込むバッファメモリ３（フレームメモリ）と画像記憶
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装置４とからなる画像メモリ部と、バッファメモリ３の画像データを処理制御して表示装
置ＣＲＴ－Ａ２５、Ｂ２６、Ｃ２７に転送する処理制御部から構成される。
【００１８】
処理制御部は、バッファメモリ３のアドレス値を格納しているレジスタ部４０と、バッフ
ァメモリ３の画像データを読み出すデータ読出部６０と、読み出したデータを圧縮演算Ａ
または拡大演算Ｃする演算部５０と、表示装置の解像度に対応したメモリサイズのリフレ
ッシュメモリ（ＲＡＭビデオメモリ）Ａ１９、Ｂ２０、Ｃ２１と、ビデオ信号発生部Ａ２
２、Ｂ２３、Ｃ２４と、各ラインの表示のタイミングを取るための表示タイミング発生部
１０と、リフレッシュメモリのメモリ制御９と、解像度の異なる画像表示装置２５、２６
、２７から構成される。
次に処理制御部の信号の流れについて説明する。データ読出部６０はバッファメモリ３の
画像データを、レジスタ部４０に格納されている各アドレスレジスタ値（４１、４２）、
（４３、４４）にしたがってアドレス制御Ａ、Ｂ、Ｃをしてメモリー内の画像データを、
読み出しレジスタＡ、Ｂ、Ｃに取り込み（読み出し手段）、データバスで演算部５０に送
る。
【００１９】
本発明では、レジスタ部４０の各アドレスレジスタに読出開始原点（４１、４２）、元画
像即ちフレームメモリ３のサイズ（横方向４３と縦方向４４）、出力画像サイズ（横方向
４５と縦方向４６）がそれぞれ格納されている。データ読出部６０と演算部５０は、格納
されたアドレスレジスタの値により、フレームメモリの画像データを読み出し、演算処理
する。
【００２０】
演算部５０はレジスタ部４０のレジスタ値（４５、４６）に従い、表示装置の解像度にあ
わせた圧縮拡大演算Ａ、Ｃ処理をし、データバスでリフレッシュメモリＡ１９、Ｂ２０、
Ｃ２１（ＲＡＭビデオメモリ）にデータを順次ストアする。
処理制御部は、解像度の異なる画像表示装置に対して、その異なる数だけの処理制御ライ
ンを設け、データ読取部６０―演算部５０―リフレッシュメモリＡ、Ｂ、Ｃ、―ビデオ信
号発生部Ａ、Ｂ、Ｃ、―画像表示装置２５、２６、２７のラインを構成して、その相互の
表示タイミングを表示タイミング発生部１０とメモリ制御９で制御する。このように制御
することで解像度の異なる表示装置に同時に、もしくは順次表示することができる。
【００２１】
図２に示す装置では、データ読出部６０の特定領域抽出６が、フレームメモリ（バッファ
メモリ）の一部特定の画像データのみをアドレス制御で抽出する。この抽出はレジスタ部
４０のレジスタ値（４７、４８）に特定画像の切り出しサイズ（横方向４７、縦方向４８
）を格納し、アドレス制御Ｄをして行われる。表示に不必要な周辺画像データを転送する
ことをせずに抽出画像データのみが、表示装置ＣＲＴ－Ｄ１３の解像度に対応した圧縮拡
大演算ＡまたはＣの処理がされ、その抽出画像の全体を見ることができる圧縮率で、デー
タバスでリフレッシュメモリＤ１１（ＲＡＭ）にストアされる。そしてビデオ信号発生部
Ｄ１２を介して抽出画像が表示装置ＣＲＴ－Ｄ１３に表示される。
【００２２】
次に圧縮拡大演算について説明する。例えば放射線画像検出部１の画素数が２０４８×２
０４８であるとする。一方表示装置ＣＲＴの表示可能なサイズが４００×４００であると
する。この場合通常ならば、サイズの不一致から転送表示不能となるか、あるいは、表示
可能であっても、表示に不必要なデータを大量に転送しなければならないという問題があ
るので、放射線画像検出部の画素数２０４８×２０４８から表示可能なサイズ４００×４
００へのサイズ変換を下記の要領でおこなう。
【００２３】
演算はレジスタ部の各レジスタ値に基づいて実行される。まず、レジスタにはバッファメ
モリ（フレームメモリ）３上の読出し開始原点（横方向と縦方向）が格納されている。こ
の場合バッファメモリ３上の全画素が読み出しの対象となっているため、いずれも“０”
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が格納される。次のレジスタには読出しの対象となっている元画像のサイズ（横方向と縦
方向）がそれぞれ格納される。この場合はいずれも“２０４８”である。そして次のレジ
スタには出力画像サイズ（横方向と縦方向）がそれぞれ格納されている。この場合はいず
れも“４００”である。もし、出力画像のサイズが元画像のサイズよりも小さい場合には
、演算操作は画像縮小となり、逆の場合には画像拡大となる。
【００２４】
次に例示した数値での演算例を示す。まず任意の横方向１列について、元画像Ｂ０、Ｂ１
、…Ｂ２０４７から出力画像値Ａ０、Ａ１、…、Ａ３９９へのマッピング演算を行なう。
具体的には、画素Ｘｉ（ｉ＝０、１、…、２０４７）について、ｉ×４００÷２０４８の
演算を行ない、その整数部分が同値（ｉ）となる画素同士を平均し、Ａｉとして格納する
のである。例えば、元画像の画像番号１０１９～１０２３は、前記演算によって、いずれ
も１９９と計算されるため、Ａ１９９＝（Ｂ１０１９＋Ｂ１０２０＋…＋Ｂ１０２３）÷
５によって、Ａ１９９の値を決定することになる。この演算を、画像横方向について行な
った後、縦方向についても同様に演算することにより、２次元の画像サイズを縮小変換で
きるのである。なお、演算が拡大演算になる場合にはスプライン補間や線形補間処理を用
いて、縦横両方向に画素数を増大させれば良い。図３に圧縮、拡大、特定領域抽出の概略
図を示した。
【００２５】
実施例ではメモリに格納された元画像サイズが２０４８×２０４８で、出力サイズが４０
０×４００の場合を説明したが、本発明はこのサイズに限定されるものではなく、任意の
サイズであっても良い。一次元の場合も同様に適用できる。
さらに実施例では、放射線画像検出部１からフレームメモリ３への各画素が１対１に対応
することを想定しているが、センサアレイのピッチを更に細かくし、複数のセンサ出力を
予め加算して、一画素分のメモリ領域に格納する構成であっても良い。
【００２６】
また、画像縮小（拡大）演算に際して、対応するセンサ画素が欠陥画素である場合には、
その画素値を使用せずに、周辺部のセンサ画素値のみを用いて演算することも可能である
。
【００２７】
また画像サイズの変更を伴なう装置であれば、出力データ列を所定手順でコード化してお
くこともでき、そのコードを選択することで容易に変更できる。
【００２８】
【発明の効果】
本発明の放射線撮像装置は上記のように構成されており、各種解像度の異なる画像表示装
置に対して、同時に、もしくは順次にＸ線画像を表示することができる。例えば低解像度
のパーソナルコンピュータのモニタに動画像を表示させておき、その内の重要なフレーム
のみを高解像度のイメージャーに出力するという使用法が可能となる。しかも特定な領域
のみを画像サイズをあわせて必要な画像表示装置に表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の放射線撮像装置の一実施例を示す図である。
【図２】　本発明の放射線撮像装置の他の実施例を示す図である。
【図３】　元画像の圧縮、拡大、特定抽出を説明するための図である。
【図４】　放射線画像のデジタルデータの書き込み、読み出し、表示を説明するための図
である。
【図５】　従来の放射線撮像装置を示す図である。
【符号の説明】
１…放射線画像検出部
２…信号読出回路
３…バッファメモリ
４…画像記憶装置
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５…画像ハードコピー装置
６…特定領域抽出
９…メモリ制御
１０…表示タイミング発生部
１１…リフレッシュメモリＤ
１２…ビデオ信号発生部Ｄ
１３…ＣＲＴ―Ｄ
１９…リフレッシュメモリＡ
２０…リフレッシュメモリＢ
２１…リフレッシュメモリＣ
２２…ビデオ信号発生部Ａ
２３…ビデオ信号発生部Ｂ
２４…ビデオ信号発生部Ｃ
２５…ＣＲＴ－Ａ
２６…ＣＲＴ－Ｂ
２７…ＣＲＴ－Ｃ
３０…元画像
３１…圧縮演算画像
３２…拡大演算画像
３３…特定領域抽出画像
４０…レジスタ部
４１…読出開始原点Ｘ
４２…読出開始原点Ｙ
４３…元画像即ちフレームメモリ３のサイズＸ
４４…元画像即ちフレームメモリ３のサイズＹ
４５…出力画像サイズＸ
４６…出力画像サイズＹ
４７…特定画像出力サイズＸ
４８…特定画像出力サイズＹ
５０…演算部
６０…データ読出部
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